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検 索庄原市 広告募集

http://www.city.shobara.hiroshima.jp/

庄原市HP／トップページ下の「広告募集」から

【問い合わせ・申し込み】
庄原市 総務部 財政課 財政係

〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10番１号

E-mail : zaisei-zaisei@city.shobara.lg.jp

庄原市HP（広告募集） メールアドレス

TEL 0824-73-1129 FAX 0824-72-3322

申し込み方法

広告掲載を希望する事業者は、財政課または各支所地域振興室へ必要書類
を提出してください。

必要書類
①庄原市広告掲載申込書
②広告原稿（データまたは紙ベース）
③会社の概要が分かるもの
④市内看板業者などの広告作製・撤去費用の見積書
※屋外広告物（車両・壁面広告）のみ必要。

注意点
・市税などの滞納状況について調査をします。
・広告料は、広告の掲載が決定した後、納付していただきます。
・屋外広告物の広告は、広告主が作成してください。
その場合、市の指定する以上の材質とし、看板業者などに作製を依頼する
場合は、必ず市内業者を利用してください。
・屋外広告物は、広告料とは別に撤去費用を市へ納付していただきます。
撤去費用は看板業者の見積もりにより納付していただき、撤去は市が行い
ますが、撤去費用の清算は行いません。
・広告の上部には「広告」と表示してください。
・広島県屋外広告物条例の許可が必要な広告は、掲載が決定した後、許可を
受けてください。

申し込みの流れ

広 告 主 庄 原 市

広告原稿作成

広告掲載申し込み 受け付け・滞納調査

入札（該当の広告のみ）

広告の審査広告内容修正

掲載決定の通知広告作成・広告料の納付

広告掲載

不決定

掲載
決定

http://www.city.shobara.hiroshima.jp/


広告事業の概要

市は、民間事業者などとの協働により新たな財源を確保し、市民サービス
の向上と地域経済の活性化を図るため、市有財産を広告媒体として提供して
います。

広告事業とは
各種印刷物や車両・公共施設などの市の資産を広告媒体として有効活用し、
民間事業者の皆さんの広告を掲出し、広告料収入を得る事業です。

広告事業の目的
・市の資産の有効活用
・市の新たな財源の確保
・安価な広告媒体を提供することによる地域経済の活性化

広告を掲載できる事業者など
市内外問わず、掲載が可能です。ただし、風俗営業、金融業（銀行などを
除く）などは掲載できません。また、政党、政治団体、宗教関係の広告は原
則掲載できません。

広告掲載の範囲
掲載できる広告の内容は、市民の皆さんに不利益を与えない中立性のある
ものとし、意見広告・個人の名刺広告などについては掲載できません。また、
違法な業種・業態・商品・サービスなどに係る広告も掲載できません。
なお、広告掲載の対象としない広告の範囲、広告主の業種・事業者につい
ては、庄原市広告掲載要綱・掲載基準をご確認ください。

広告を掲載したい場合は
下記の問い合わせ先までご連絡ください。また、各支所地域振興室でも受
け付けています。
新たな広告の提案などについても受け付けていますので、お気軽にご意見
をお寄せください。

問い合わせ・申し込み
総務部財政課財政係
電話：0824-73-1129
F A X：0824-72-3322
メール：zaisei-zaisei@city.shobara.lg.jp

詳しい内容は
庄原市ホームページ
「広告募集」

募集中の広告

広告媒体 募集枠 広告料金 募集

１
ホームページ
バナー

５枠 １枠 5,000円／月 随時

２
広報

しょうばら
各月変動

【１色刷り】
１月当たり15,000円・25,000円
【カラー刷り】
１月当たり30,000円・50,000円
※長期掲載の割引制度あり

随時

３
母子手帳

（交付時に同封）
５社 5,000円／年 ２月

４ 共通封筒

【長形３号】
１枠

【角形２号】
２枠

【長形３号】
１枠70,000円以上／年
【角形２号】
１枠35,000円以上／年
※入札で決定

２月

５
納税通知書用
封筒

２枠
１枠100,000円以上／年
※入札で決定

２月

６
ごみ収集
カレンダー

12枠 １枠20,000円／年 12月

７ 一般公用車 ２台
１台につき
両側面：10,000円／年
※この他、撤去費用が必要

随時

８ 市営バス

【地域生活バス】
５台

【児童送迎バス】
１台

１台につき
後面：15,000円／年
両側面：10,000円／年
※この他、撤去費用が必要

随時

９
ごみ収集車
（パッカー車）

４台

１台につき
後面：30,000円／年
両側面：20,000円／年
※この他、撤去費用が必要

随時

10
帝釈郷土館
壁面

４枠
１枠10,000円／年
※この他、撤去費用が必要

随時


